
出席停止期間早見表 

 〇インフルエンザと診断された場合  

「発症した後（発熱の翌日を１日目として）５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過するまで」

が出席停止期間となります。 

インフルエンザによる出席停止期間早見表（    は出席停止期間です。） 

 発症 

0日目 

 

１日目 

 

２日目 

 

３日目 

 

４日目 

 

５日目 

 

６日目 

 

７日目 

例１ 発症 解熱 

 

解熱後

１日目 

解熱後

２日目 

発症後 

４日目 

発症後

５日目 

登校 

可能 

 

例２ 発症 発熱 解熱 解熱後

１日目 

解熱後

２日目 

発症後

５日目 

登校 

可能 

 

例３ 発症 発熱 発熱 解熱 解熱後

１日目 

解熱後

２日目 

登校 

可能 

 

例４ 発症 発熱 発熱 発熱 解熱 解熱後

１日目 

解熱後

２日目 

登校 

可能 

発症とは急な発熱を目安としますが、分からない場合は医師に判断していただいてください。 

 

 

〇新型コロナウイルス感染症と診断された場合  

「発症した後（発症の翌日を１日目として）５日を経過し、かつ、症状が軽快した後、１日を経過

するまで」となります。 

新型コロナウイルス感染症による出席停止期間早見表（    は出席停止期間です。） 

 発症 

0日目 

 

１日目 

 

２日目 

 

３日目 

 

４日目 

 

５日目 

 

６日目 

 

７日目 

例１ 発症 軽快 

 

軽快後

１日目 

発症後

３日目 

発症後 

４日目 

発症後

５日目 

登校 

可能 

 

例２ 発症 発熱 軽快 軽快後

１日目 

発症後

４日目 

発症後

５日目 

登校 

可能 

 

例３ 発症 発熱 発熱 軽快 軽快後

１日目 

発症後

５日目 

登校 

可能 

 

例４ 発症 発熱 発熱 発熱 軽快 軽快後

１日目 

登校 

可能 

 

例５ 発症 発熱 発熱 発熱 発熱 軽快 軽快後 

1日目 

登校 

可能 

・「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指す。 

・出席停止解除後、発症から 10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。 


